
 

   

 

里帰りなどの理由で、唐津市の産婦健診受診票を使用することができない県外の医療機関や助産院

などで産婦健康診査を受けた場合に、健診費用の一部を助成します。 

助成を受けるには、オンライン申請または窓口で下記の申請手続きが必要です。 

また、健診料金は一旦全額自己負担になりますので、領収書や産婦健診票は保管しておいてください。 

 

●利用できる方：次の全ての条件に該当する方が対象です。 

１．唐津市の産婦健診受診票の交付を受けていて、産婦健診受診日に唐津市に住民登録が

ある方 

２．里帰りなどの理由で、唐津市の産婦健診受診票が使用できない医療機関または助産院

で産婦健康診査を自費で受診した方 

 

●助成内容 

  唐津市の産婦健診受診票を使用することができない医療機関や助産院で受診した産婦健診

受診票の健診内容に対し、医療機関で支払った自己負担額と唐津市が決定している受診票の

金額のいずれか低いほうの金額を上限として助成金を支払います。 

 

●申請期間 

最後の産婦健診受診日から１年以内に申請手続きをお願いします。 

 

●申請方法 

オンライン申請または唐津市保健センター窓口での申請のどちらかをお選びください。 

 

【申請時に必要なもの】 

・産婦健康診査受診費助成金交付申請書兼請求書 

  ※唐津市のホームページ及び唐津市保健センター窓口にあります 

・唐津市の産婦健康診査受診票（健診内容が記入されたもの） 

※産婦健康診査を受診する際に医療機関へ提出し健診結果を記入してもらってください。 

・産婦健診受診費の領収書および診療明細書 

・母子健康手帳 

・申請者（健診受診者本人）名義の通帳または振込口座のわかるもの 

・印鑑（委任欄への記名押印が必要な場合のみ） 
     
    申請書（健診受診者本人）と振込口座の名義人が異なる場合は申請書委任欄への署名または 

    記名押印が必要になりますので、唐津市保健センター窓口での申請をお願いします。 
 

※申請後、唐津市保健センターから助成金交付決定通知書を郵送します。 

    振り込みには１～２か月かかります。 

 

 

 
 

【申請・お問い合わせ先】 

唐津市保健センター（さんて） 

電話：０９５５-７５-５１６１ 

オンライン申請はこちら

の QR コードから 

 


